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証券コード：6859
平成30年５月31日

株　主　各　位
大阪市北区天神橋3丁目5番6号

代表取締役社長 石 田 雅 昭

第65回定時株主総会招集ご通知

拝啓　ますますご清栄のことと拝察申しあげます。
　さて、当社第65回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席いただきたくご通知申し
あげます。
　なお、当日ご出席いただけない場合は、書面または電磁的方法（インターネット）によって議決権を
行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使し
てくださいますようお願い申しあげます。

敬　具

議決権行使のご案内 （詳細は46頁をご覧ください）

株主総会に
ご出席いただける
場合

会場受付に
ご提出

同封の議決権行使書用紙を株主総会当日に会場
受付にご提出ください。

株主総会に
ご出席いただけない
場合

郵送
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否を
ご表示いただき、平成30年６月21日（木曜日）
午後5時までに到着するようご返送ください。

インターネット

パソコンまたはスマートフォン等から議決権行
使専用サイト（https://soukai.mizuho-tb.co.jp/）
にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用
紙に記載されたログインID、仮パスワードをご利
用になり、画面の案内に従って平成30年６月21
日（木曜日）午後５時までに議案に対する賛否を
入力してください。
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記

1．日　　時 平成30年６月22日（金曜日）午前10時

2．場　　所 大阪市北区天満橋１丁目８番50号
帝国ホテル　大阪　５階　八重の間（末尾の会場ご案内図ご参照）

3．会議の目的事項
報 告 事 項 1．第65期(平成29年４月１日から平成30年３月31日まで)事業報告の内容、連結計算

書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2．第65期(平成29年４月１日から平成30年３月31日まで)計算書類の内容報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役７名選任の件
第３号議案 監査役２名選任の件
第４号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

　以　上

1．次の事項につきましては、法令および当社定款第16条の規定に基づき、インターネット上の当社
ウェブサイト（http://www.espec.co.jp/）に掲載しておりますので、本招集ご通知添付書類には
記載しておりません。
① 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」および「連結注記表」
② 計算書類の「株主資本等変動計算書」および「個別注記表」
なお、監査役および会計監査人が監査した連結計算書類および計算書類は、本招集ご通知添付書類
に記載の各書類のほか、当社ウェブサイトに掲載している上記①および②の事項となります。

2．株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、上記の
当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

3．書面とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権
行使を有効な行使としてお取り扱いさせていただきます。また、インターネットで複数回数、議決
権を行使された場合は、最後の行使を有効な行使としてお取り扱いさせていただきます。
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《添付書類》
事業報告 （平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

1. 企業集団の現況に関する事項
[1]　事業の経過およびその成果

　当期の世界経済につきましては、米国の通商政策や不安定な世界情勢など先行き不透明な状況が継続
しているものの好調に推移いたしました。それに伴い、わが国経済も輸出が好調に推移するとともに、
企業の収益改善や人手不足への対応などを背景に設備投資も拡大基調となりました。
　当社の主要顧客におきましては、自動車関連メーカーでは積極的な投資が継続するとともに、エレク
トロニクス関連メーカーの投資も好調に推移いたしました。
　こうした中、当社はエスペックグループのシナジーにより海外市場での販売拡大に取り組むとともに、
エコカーや自動運転技術の開発が加速する自動車市場で需要が高まっているカスタム製品の収益性改善
に取り組んでまいりました。
　こうした結果、当期の経営成績につきましては、前期比で受注高は11.1％増加し44,775百万円、売
上高は11.5％増加し44,069百万円となりました。利益面につきましては、増収と原価率の改善により
営業利益は41.9％増加し4,602百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は為替差損の減少などにより
48.2％増加し3,308百万円となりました。

前期（第64期）（百万円） 当期（第65期）（百万円） 増減率（％）

受 注 高 40,289 44,775 11.1

売 上 高 39,507 44,069 11.5

営 業 利 益 3,243 4,602 41.9

経 常 利 益 3,171 4,746 49.7

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る

当 期 純 利 益
2,233 3,308 48.2

（注）百万円単位の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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 装置事業

受注高 37,076百万円
前期比 11.9% 増
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売上高 36,602百万円
前期比 13.2% 増
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営 業
利 益
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■ 営業利益の推移

　環境試験器につきましては、国内市場では、汎用性の高い標準製品、カスタム製品ともに好調に推移
いたしました。海外市場では、輸出および現地子会社ともに好調に推移し、中国・米国・欧州・東南ア
ジア・韓国において前期比で増加いたしました。環境試験器全体では受注高・売上高ともに前期比で増
加いたしました。
　エナジーデバイス装置につきましては、大型案件の受注があった前期比で受注高は減少いたしました
が、売上高は前期末受注残の売上計上により増加いたしました。
　半導体関連装置につきましては、スマートフォンや自動車関連メーカーからの受注が堅調に推移し、
受注高は前期比で増加いたしましたが、売上高は前期比で減少いたしました。
　こうした結果、装置事業全体では、前期比で受注高は11.9％増加し37,076百万円、売上高は13.2％
増加し36,602百万円となりました。営業利益につきましては、増収と原価率の改善により55.6％増加
し4,092百万円となりました。
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 サービス事業

受注高 6,488百万円
前期比 6.4% 増
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売上高 6,292百万円
前期比 3.7% 増
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営 業
利 益

524百万円
前期比 11.7% 減
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■ 営業利益の推移
単位 ： 百万円

　アフターサービス・エンジニアリングにつきましては、受注高・売上高ともに前期並みとなりました。
　受託試験・レンタルにつきましては、テストコンサルティングが好調に推移し、受注高・売上高とも
に前期比で増加いたしました。
　こうした結果、サービス事業全体では、前期比で受注高は6.4％増加し6,488百万円、売上高は3.7％
増加し6,292百万円となりました。営業利益につきましては、研究開発や市場開拓等に伴う販管費の増
加などにより11.7％減少し524百万円となりました。
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 その他事業

受注高 1,416百万円
前期比 6.4% 増
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売上高 1,375百万円
前期比 0.2% 減
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■ 営業利益の推移
単位 ： 百万円

　環境保全事業および植物工場事業を営むエスペックミック株式会社では、受注高は増加いたしました
が、売上高は前期並みとなりました。その他事業全体では、前期比で受注高は6.4％増加し1,416百万円
となりましたが、売上高は前期並みの1,375百万円となりました。利益面につきましては、新たな市場
開拓に伴う販管費の増加などにより15百万円の営業損失となりました。
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 その他の企業活動

　当社は「企業は社会の公器である」という考えのもと、さまざまな企業活動を通じてステークホルダ
ー（利害関係者）のみなさまと互いに価値を交換し合い、共に歩むことで永続的な企業価値の向上を目
指しております。
　環境経営への取り組みといたしまして、平成９年度より地球環境保全に関する調査研究や技術開発な
どに対し公益信託「エスペック地球環境研究・技術基金」を通じて資金援助を実施しております。これ
までの20年間で合計221件のテーマに対し総額114百万円の助成を行いました。また、平成23年度に
「エスペックみどりの学校」を開校し、地球環境のことを考えるリーダーの育成に取り組んでおります。
環境教育等促進法に基づく人材認定事業として、全国各地でセミナーやイベントなどを開催しており累
計受講者数は約8,800名となりました。宮城県岩沼市で開催された「千年希望の丘」の植樹祭では、昨
年に引き続き子会社のエスペックミック株式会社が植樹支援を行いました。これまでの５年間で約３万
人のボランティアのみなさまと当社従業員延べ121名が約27万本の植樹を行いました。「千年希望の
丘」は震災で発生した瓦礫と津波堆積土を活用して造った丘に、この土地本来の木を植えた森の防潮堤
です。津波の力を弱め、災害発生時には避難場所になり、平時には、防災教育や被災の教訓を後世に伝
えていく役割を担います。
　仕事と家庭生活の両立に向けた取り組みといたしましては、平成25年度より女性リーダー育成研修を
実施し、延べ23名が受講しております。平成27年度には厚生労働省の子育てサポート企業「くるみん」
の認定を受け、平成28年度には厚生労働省の女性活躍推進法に基づく認定マーク「えるぼし」の最高位
を取得いたしました。
　投資家のみなさまへの取り組みといたしましては、より多くの投資家のみなさまに当社へのご理解を
深めていただくため、東京証券取引所主催の個人投資家向けイベント「東証IRフェスタ2018」に出展い
たしました。大変多くの方々にご来場いただき、さまざまな情報交換をさせていただきました。また、
より公平かつタイムリーな情報開示の実現に向け、ホームページの充実に取り組みましたところ、日興
アイ・アール社が主催する「2017年度全上場企業ホームページ充実度ランキング調査」において、「優
秀サイト（総合ランキング）」に選定されました。
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[2]　設備投資等の状況

　当期の設備投資は、総額748百万円であります。

[3]　資金調達の状況

　該当事項はありません。

[4]　対処すべき課題

　当社はこれからも成長し続ける企業であるために長期ビジョン「ESPEC Vision 2025」を策定し、こ
のビジョンの実現にむけて4カ年ごとの中期経営計画（StageⅠ～Ⅲ）に取り組んでおります。

「ESPEC Vision 2025」
＜エスペックの姿＞

・グローバルに＜環境＞をインテグレートするエスペック
・先端技術の安全・安心に貢献する企業
・クリエイティビティとバイタリティにあふれる成長企業

2025年度の連結業績は、売上高600億円以上、営業利益60億円以上、営業利益率10％以上を目指し
てまいります。

　長期ビジョン「ESPEC Vision2025」のStageⅡである中期経営計画「プログレッシブ プラン2021」
（計画実施期間2018～2021年度）の基本方針、連結業績目標、中期経営戦略は以下のとおりです。

＜基本方針＞
戦略投資と着実な「質の向上」による安定継続成長
・成長分野をターゲットとしたグローバル化とカスタム対応力の向上
・業績変動の緩和と次代の成長のための新分野事業の開発

＜連結業績目標＞
売上高：520億円以上　　営業利益：52億円以上　　営業利益率：10％以上
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＜中期経営戦略＞
１．装置事業セグメント 事業戦略

①自動車、IoT分野をターゲットに、カスタマイズ対応力の強化による収益拡大
②環境因子技術の拡充により多様化・高度化する試験ニーズへの対応
③新規分野事業の開拓

２．サービス事業セグメント 事業戦略
お客さまの潜在ニーズを先取りしたサービスメニューの開発とテストコンサルティング事業の拡大

３．グローバル戦略
①中国、韓国を継続拡充地域とし、欧州、ASEAN（インド含む）を重点拡大地域としたグローバル

マーケティングの展開
②グローバル全体最適のモノづくり体制構築

　2018年度の経営方針、連結業績目標、経営戦略は以下のとおりです。

＜経営方針＞
ESPEC Vision 2025のStageⅡの初年度として、重点分野、重点拡大地域に対する積極的な投資によ
り安定的な成長に向けた礎を築く

＜連結業績目標＞
2018年度より海外連結会社の決算期（従来12月）を国内連結会社の決算期（３月）に統一いたしま
す。これにより、2018年度は国内連結会社は従来通り12カ月間（2018年４月～2019年３月）、海
外連結会社は15カ月間（2018年１月～2019年３月）を決算対象期間とした変則決算となります。

売上高：480億円以上　　営業利益：48億円以上　　営業利益率10.0％以上

（参考）海外連結会社の決算対象期間12カ月とした連結業績目標
売上高：455億円以上　　営業利益：47億円以上　　営業利益率10.3％以上

＜経営戦略＞
１．自動車、IoT関連市場をターゲットとした環境試験器のカスタマイズ力の強化
２．中国二次電池市場を重点ターゲットとしたエナジーデバイス製品の売上拡大
３．安定収益と次代の成長をもたらす新分野事業の開発
４．IT活用やニーズ変化へ適合したサービスメニューの拡充による売上拡大
５．継続拡充地域（中国、韓国）、重点拡大地域（欧州、ASEAN（インド含む））での売上拡大
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[5]　財産および損益の状況の推移

区　　　分
第62期

平成26年４月  1日から
平成27年３月31日まで

第63期
平成27年４月  1日から
平成28年３月31日まで

第64期
平成28年４月  1日から
平成29年３月31日まで

第65期（当期）
平成29年４月  1日から
平成30年３月31日まで

受 注 高 （百万円） 36,287 39,903 40,289 44,775
売 上 高 （百万円） 33,661 39,035 39,507 44,069
営 業 利 益 （百万円） 2,643 3,521 3,243 4,602
経 常 利 益 （百万円） 3,044 3,570 3,171 4,746
親会社株主に帰属する当期純利益 （百万円） 2,118 2,410 2,233 3,308
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 （円） 91.19 104.75 97.85 144.76
総 資 産 （百万円） 46,792 48,045 49,044 54,588
純 資 産 （百万円） 35,451 35,633 37,049 39,943

(注）１．百万円単位の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
２．「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等を適用し、第63期より、「当期純利益」を「親

会社株主に帰属する当期純利益」としております。
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[6]　重要な親会社および子会社の状況

① 親会社との関係
該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会　　社　　名 資　本　金 当　社　の
出 資 比 率 主　要　な　事　業　内　容

エ ス ペ ッ ク テ ス ト シ ス テ ム 株 式 会 社
千円 %

環境試験器等の製造・販売170,000 100.0

エ ス ペ ッ ク 九 州 株 式 会 社
千円 %

環境試験器等の販売20,000 100.0

エ ス ペ ッ ク ミ ッ ク 株 式 会 社
千円 % 森づくり、水辺づくり、都市緑化、

環境測定・分析、植物工場79,000 100.0

ESPEC  NORTH  AMER ICA ,  INC .
千米ドル %

環境試験器等の製造・販売8,510 100.0

上 海 愛 斯 佩 克 環 境 設 備 有 限 公 司
千人民元 %

環境試験器等の製造・販売26,985 100.0

愛 斯 佩 克 環 境 儀 器 （ 上 海 ） 有 限 公 司
千人民元 %

環境試験器等の販売8,277 100.0(100.0)

愛 斯 佩 克 測 試 科 技 （ 上 海 ） 有 限 公 司
千人民元 %

環境試験の受託サービス5,387 100.0(100.0)

愛 斯 佩 克 試 験 儀 器 （ 広 東 ） 有 限 公 司
千人民元 %

環境試験器等の製造・販売47,000 100.0(100.0)

E S P E C  （ C H I N A ）  L I M I T E D
千香港ドル %

環境試験器等の販売47,425 100.0

E S P E C  K O R E A  C O R P .
千ウォン %

環境試験器等の製造・販売3,700,000 100.0
(注)　１．当社の出資比率の（　）内は、間接所有割合で内数であります。

２．QUALMARK CORPORATIONは、平成30年１月１日付でESPEC NORTH AMERICA, INC.に吸収合併いたしました。
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[7]　主要な事業内容

事　業 主　要　製　品　等

装 置 事 業

環境試験器 恒温恒湿器、恒温恒湿室、冷熱衝撃装置、小型環境試験器、複合試験装置、
クリーンオーブン、HALT / HASS試験装置

エナジーデバイス装置 充放電評価システム、電極乾燥装置、燃料電池評価装置

半導体関連装置 バーンイン装置、半導体評価装置、計測システム

サービス事業
アフターサービス・エンジニアリング メンテナンス、機器周辺工事

受託試験・レンタル 受託試験、機器レンタル、リセール、校正

そ の 他 事 業
環境エンジニアリング 森づくり、水辺づくり、都市緑化、環境測定・分析

新規事業 植物工場

[8]　主要な営業所および工場

① 当　社

本 社 大阪市北区天神橋３丁目５番６号

営 業 拠 点

首都圏オフィス（東京都港区）、神奈川オフィス（川崎市中原区）、
大阪オフィス（大阪府寝屋川市）、
仙台営業所（仙台市泉区）、高崎営業所（群馬県高崎市）、名古屋営業所（名古屋市名東区）、
福岡営業所（福岡市博多区）

工場その他事業所 福知山工場（京都府福知山市）、宇都宮テクノコンプレックス（栃木県宇都宮市）、
神戸R&Dセンター（神戸市北区）

② 重要な子会社

国 内 エスペックテストシステム株式会社（神戸市東灘区）、
エスペック九州株式会社（北九州市小倉北区）、エスペックミック株式会社（愛知県丹羽郡）

海 外

ESPEC NORTH AMERICA, INC.（米国）、上海愛斯佩克環境設備有限公司（中国）、
愛斯佩克環境儀器（上海）有限公司（中国）、愛斯佩克測試科技（上海）有限公司（中国）、
愛斯佩克試験儀器（広東）有限公司（中国）、ESPEC (CHINA) LIMITED（香港）、
ESPEC KOREA CORP.（韓国）
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[9]　使用人の状況

① 企業集団の使用人の状況
区　分 使用人数 前期末比増減

装 置 事 業 1,161名 55名

サ ー ビ ス 事 業 228名 △　 1名

そ の 他 事 業 33名 6名

報 告 セ グ メ ン ト 計 1,422名 60名

全 社 （ 共 通 ） 66名 2名

合　　　　　　　　　　　計 1,488名 62名

② 当社の使用人の状況
区　分 使用人数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数

男 性 717名 △　 4名 44才6カ月 20年7カ月

女 性 101名 8名 38才10カ月 13年7カ月

合　計　ま　た　は　平　均 818名 4名 43才9カ月 19年9カ月

(注)　使用人数は就業人員であり、出向者15名、嘱託および準社員81名を含めておりません。

[10]　主要な借入先

　該当事項はありません。
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2. 会社の株式に関する事項

[1] 発行可能株式総数 80,000,000株
[2] 発行済株式の総数 22,858,157株（自己株式923,237株を除く）
[3] 株主数 6,311名
[4] 大株主（上位10名）

株　　　主　　　名 持　株　数 持 株 比 率
千株 %

エ ス ペ ッ ク 取 引 先 持 株 会 2,025 8.86
日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス 信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ） 1,428 6.24
日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ） 1,208 5.28
佐 々 木 　 嘉 樹 940 4.11
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 790 3.46
エ ス ペ ッ ク 従 業 員 持 株 会 765 3.35
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 513 2.24
株 式 会 社 立 花 エ レ テ ッ ク 419 1.83
CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTS ACCOUNT ESCROW
（ 常 任 代 理 人 　 株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 決 済 営 業 部 ） 365 1.59

日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス 信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ５ ） 338 1.47
(注)　1.持株比率は、自己株式（923,237株）を控除して計算しております。

2.金融商品取引法の「株券等の大量保有の状況に関する開示」制度に基づき、下記のとおり報告を受けておりますが、当社として当事
業年度末日における実質所有株式数の確認ができていないものについては、上記の大株主には含めておりません。

提　　　出　　　者 持　株　数 持株等保有割合 報告義務発生日
千株 %

平成30年１月31日

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 348 1.47
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 39 0.17
日 興 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社 687 2.89
合 計 1,075 4.52

提　　　出　　　者 持　株　数 持株等保有割合 報告義務発生日
千株 %

平成29年４月28日

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 513 2.16
ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト O n e 株 式 会 社 685 2.88
アセットマネジメントOneインターナショナル
（Asset Management One International Ltd.） 82 0.35

合 計 1,281 5.39
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[5]　その他株式に関する重要な事項
　該当事項はありません。

3. 会社の新株予約権等に関する事項

[1]　当事業年度末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された
新株予約権の状況

　該当事項はありません。

[2]　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
　該当事項はありません。
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4. 会社役員に関する事項
[1]　取締役および監査役の氏名等

(平成30年３月31日現在)

地　位 氏　名 担　当 重要な兼職の状況

代表取締役社長 石 田 雅 昭 愛斯佩克試験儀器（広東）有限公司 董事長
ESPEC (CHINA) LIMITED 取締役

常 務 取 締 役
上 席 執 行 役 員 島 田 種 雄

営業担当
環境テスト機器本部担当
AS本部担当
国際事業本部担当
CS本部担当

ESPEC KOREA CORP. 代表理事
ESPEC SOUTH EAST ASIA SDN.BHD. 取締役社長
ESPEC ENGINEERING (THAILAND) CO.,LTD. 代表取締役

常 務 取 締 役
上 席 執 行 役 員 石 井 邦 和

技術担当
カスタム機器本部担当
テストコンサルティング
本部担当
事業開発本部担当
開発本部担当

ESPEC NORTH AMERICA, INC. 取締役

取 締 役 長 野 寛 之 兵庫県立大学 産学連携・研究推進機構 教授

取 締 役 小 杉 俊 哉

合同会社THS経営組織研究所 代表社員
ディサークル株式会社 社外取締役
慶應義塾大学大学院 理工学研究科 特任教授
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ/
株式会社福岡銀行 社外取締役

常 勤 監 査 役 村 上 　 充

常 勤 監 査 役 小 田 隆 昭

監 査 役 山 本 哲 男 弁護士
山本法律事務所 所長

監 査 役 堤 　 昌 彦
公認会計士
堤公認会計士事務所 所長
東洋シヤッター株式会社 社外監査役
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(注)　1.取締役 長野 寛之氏および小杉 俊哉氏は、社外取締役であります。
2.監査役 山本 哲男氏および堤 昌彦氏は、社外監査役であります。
3.取締役 長野 寛之氏および小杉 俊哉氏ならびに監査役 山本 哲男氏および堤 昌彦氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届け

出ております。
4.監査役 堤 昌彦氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
5.当期中の取締役の異動

・平成29年６月23日開催の第64回定時株主総会において、小杉 俊哉氏は、新たに取締役に選任され就任いたしました。
・平成29年６月23日開催の第64回定時株主総会終結の時をもって、取締役 志関 誠男氏は任期満了により退任いたしました。

6.決算期後における取締役等の異動
平成29年12月５日開催の取締役会において執行役員の選任が決議され、平成30年４月１日付をもって次のとおりとなりました。

地　位 氏　名 担　当

代表取締役社長 石 田 雅 昭

常 務 取 締 役 島 田 種 雄

常 務 取 締 役 石 井 邦 和

上 席 執 行 役 員 末 久 和 広 カスタム機器本部長

上 席 執 行 役 員 荒 田 　 知 中国事業推進室長

上 席 執 行 役 員 村 上 精 一 生産本部長　兼　福知山工場長

上 席 執 行 役 員 大 島 敬 二 コーポレート統括本部長　兼　輸出管理本部長

執 行 役 員 浜 野 寿 之 テストコンサルティング本部長　兼　宇都宮テクノコンプレックス事業所長

執 行 役 員 渕 田 健 二 環境テスト機器本部長、AS本部・CS本部担当

執 行 役 員 西 谷 淳 子 エスペックビジョン支援室長　兼　コーポレートコミュニケーション部長

執 行 役 員 渡 部 克 彦 国際事業本部長

[2]　取締役および監査役の報酬等の額
区　分 人　数 報酬等の額

取　　締　　役
（うち社外取締役）

6名
（3名）

111百万円
（10百万円）

監　　査　　役
（うち社外監査役）

4名
（2名）

48百万円
（12百万円）

合　　　　　計
（うち社外役員）

10名
（5名）

159百万円
（22百万円）

(注)　1.平成20年６月24日開催の第55回定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額３億円以内および監査役の報酬限度額を年額８
千万円以内と決議いただいております。

2.記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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[3]　社外役員に関する事項

① 重要な兼職の状況および当社との関係
区　分 氏　名 重要な兼職の状況 当社との関係

社 外 取 締 役

長 野 寛 之 兵庫県立大学 産学連携・研究推進機構 教授 特別な関係はありません

小 杉 俊 哉

合同会社THS経営組織研究所 代表社員
ディサークル株式会社 社外取締役
慶應義塾大学大学院 理工学研究科 特任教授
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ/
株式会社福岡銀行 社外取締役

特別な関係はありません

社 外 監 査 役
山 本 哲 男 山本法律事務所 所長 特別な関係はありません

堤 　 昌 彦 堤公認会計士事務所 所長
東洋シヤッター株式会社 社外監査役 特別な関係はありません

② 社外役員の主な活動状況等
区　分 氏　名 主な活動状況等

社 外 取 締 役
長 野 寛 之 当期開催の取締役会13回のうち13回全てに出席し、審議に関して必要な発言

を適宜行っております。

小 杉 俊 哉 平成29年６月23日就任以降開催の取締役会10回のうち10回全てに出席し、
審議に関して必要な発言を適宜行っております。

社 外 監 査 役

山 本 哲 男
当期開催の取締役会13回のうち13回全てに出席し、また、監査役会13回のう
ち13回全てに出席し、主に弁護士としての専門的見地から、審議に関して必
要な発言を適宜行っております。

堤 　 昌 彦
当期開催の取締役会13回のうち13回全てに出席し、また、監査役会13回のう
ち13回全てに出席し、主に公認会計士としての専門的見地から、審議に関し
て必要な発言を適宜行っております。

③ 責任限定契約の内容の概要
　当社は、社外取締役および社外監査役全員との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、
その職務を行うことにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低
責任限度額を限度とする旨の契約を締結しております。
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5. 会計監査人の状況
[1]　会計監査人の名称

　有限責任監査法人トーマツ

[2]　当期に係る会計監査人の報酬等の額

① 当期に係る会計監査人としての報酬等
　30,000千円

② 当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額
　36,500千円

(注)　１.監査法人との監査契約において、会社法上の会計監査人に対する報酬の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額等を明確
に区分しておらず、かつ実質的にも区分しておりませんので、①の金額にはこれらの合計額を記載しております。

２.当社監査役会は、監査の実施状況、監査時間および監査報酬の推移を確認し、当該事業年度の監査時間および監査報酬の見積りの
妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

[3]　非監査業務の内容

　当社は、会計監査人に対して公認会計士法第２条第１項以外の業務である国際財務報告基準（IFRS）
適用に関して助言、指導の業務を委託し、対価を支払っております。

[4]　会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目のいずれかに該当し、解任が
相当と認められる場合は、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。
　また、当社監査役会は会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性および専門性などを確認し、職
務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不
再任に関する議案の内容を決定いたします。
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6. 会社の体制および方針

[1]　取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務
の適正を確保するための体制

　当社の内部統制システム整備の基本方針の概要については次のとおりであります。
① 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

Ⅰ．当社の基本理念・経営理念・運営理念などを明文化した「THE ESPEC MIND」に基づき、「エスペッ
ク行動憲章・行動規範」を制定し、取締役および使用人が法令・定款および社会規範を遵守するため
の行動規範とする。また、その徹底を図るため、コーポレート統括本部においてコンプライアンスの
取り組みを全社横断的に統括し、取締役および使用人への教育・啓蒙を行う。

Ⅱ．反社会的勢力や団体に対しては、毅然とした姿勢で臨み一切の関わりを持たず、不当要求に対しても
応じない。

Ⅲ．財務報告の適正性を確保するため、財務報告に係る内部統制を構築し、その体制の整備・運用状況を
定期的に評価するとともに、維持・改善に努める。

Ⅳ．取締役は他の取締役の法令・定款違反行為を発見した場合は、直ちに監査役および取締役会に報告し
適切な処置を実施する。

Ⅴ．監査役は経営の意思決定や業務執行について、その手続きや執行状況などが法令・定款に違反してい
ないことを確認し、社長直轄である内部監査部門は各業務執行部門のコンプライアンス状況を監査し、
その結果を適宜、社長、取締役会および監査役会に報告する。

Ⅵ．法令上疑義のある行為等を発見した取締役および使用人が通報し早期に是正する体制として、相談通
報窓口を社内外に設置・運用する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規定・その他社内規定に基づき文書または電磁的媒
体（以下「文書等」という）に記録し、適切に保存・管理する。保存期間については別途定める。取締役
は、常時これらの文書等を閲覧することができる。

③ 損失の危険の管理に関する規定その他の体制
Ⅰ．全社的なリスクの識別・評価については、所管部門や検討部会にて実施し、その結果をリスク管理委

員会にて審議し承認する。リスクへの対応については、関連諸規定・付議基準に基づき取締役会や関
連会議体にて個別リスクを評価のうえ対応を検討・決定し、所管部門にてその対応を行わせる。

Ⅱ．危機管理の対象となる事象が発生した場合には、危機管理規定に基づき適切・迅速に対応する。
④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

Ⅰ．取締役会については、取締役会規定に従って運営し、定期的に（１ヵ月に１回）開催する。
Ⅱ．招集通知には議題を記載するとともに事前説明や資料の事前配布を行うなど取締役会の効率的運営は、

取締役会事務局である総務部門が行う。
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Ⅲ．重要な会議体などにおける審議事項・決議事項などの重要事項については、取締役会および各取締役
へ文書、電子メール等を用いて遅滞なく伝達する。

⑤ 当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
Ⅰ．当社は「エスペック行動憲章・行動規範」や社内規定等の当社および子会社への徹底を図るとともに、

内部統制に関する担当部署を設置し、当社および子会社における内部統制の構築を目指す。また、関
係会社管理担当部門を定め、当社および子会社間の内部統制に関する協議・情報の共有化・指示・要
請の伝達等が適切に行われる体制を構築する。

Ⅱ．当社の内部監査部門は、当社および子会社の内部監査を実施し、その結果を被監査部門およびその責
任者に報告し、必要に応じて内部統制の改善策の指導・助言を行う。

Ⅲ．当社は、当社が定める関係会社管理規定に基づき、子会社の経営内容を的確に把握するため、必要に
応じて関係資料等の提出を求める。

Ⅳ．当社は、関係会社管理担当部門を定め、子会社におけるリスク情報の伝達・共有とその対応を適切に
行う。

Ⅴ．当社は、子会社の経営の自主性および独立性を尊重しつつ、経営の効率的な運営に資するため、連結
ベースの中期経営計画、事業計画および経営指標等を策定し、共有する。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびに
その使用人の取締役からの独立性に関する事項
Ⅰ．監査役が、監査役会の運営や監査業務など、必要に応じて職務の補助を行う使用人を配置するよう求

めた場合は、適任者を監査役と協議のうえ任命する。任命された使用人は、監査役補助業務を遂行す
るにあたっては、取締役等の指揮命令を受けない。

Ⅱ．当社は、監査役の職務を補助すべき使用人に関し、監査役の指揮命令に従う旨を当社の役員および使
用人に周知する。

⑦ 取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
Ⅰ．当社の取締役および使用人ならびに子会社の取締役、監査役および使用人は、当社の業務や業績に影

響を与える重要な事項や法定の事項に加え、業務執行の状況や内部監査の結果を当社の監査役へ適宜
報告し、会社に著しい損害が生じるおそれのある事項を発見した場合や他の取締役および使用人が法
令・定款の違反行為をし、またはこれらの行為をするおそれがある場合は速やかに報告する。

Ⅱ．前記にかかわらず、監査役は必要に応じて、取締役および使用人に対してこれらの報告を求めること
ができ、取締役会に出席するほか、必要に応じて重要な会議に出席することができる。

Ⅲ．相談通報窓口（３ヵ所）のうち１ヵ所を常勤監査役が担当し、取締役および使用人より広く報告を受
け得る体制とする。

Ⅳ．当社は、監査役への報告を行った当社の取締役および使用人ならびに子会社の取締役、監査役および
使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。
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⑧ その他監査役の監査が実効的に行われるための体制
Ⅰ．監査役監査基準により監査を行うとともに、会計監査については監査法人と定期的に意見交換を行い、

業務監査については内部監査部門と連携して行う。
Ⅱ．監査役と代表取締役社長との会合を定期的にもち、会社が対処すべき課題や会社を取り巻くリスクの

ほか、監査上の重要課題等について意見交換を行う。
Ⅲ．監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、担当部門におい

て審議のうえ、速やかに当該費用または債務を処理する。また、監査役の職務の執行について生ずる
費用等について、毎年一定の予算を設ける。

[2]　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　当社では、業務の適正を確保するための体制の運用状況について、取締役会に報告しております。また、運
用状況を調査するなかで問題点が判明した場合は、是正措置を行うこととしております。
　当期における主な取り組みといたしましては、当社の取締役および執行役員を対象とする役員研修を実施
し、コーポレートガバナンス、リスクマネジメントのさらなる充実に努めました。また、当期に新たに入社し
た従業員に対し「エスペック行動憲章・行動規範」およびインサイダー取引防止に関する教育を行い、コンプ
ライアンスの浸透に努めるとともに、不測の事態に備え、当社従業員を対象に安否確認訓練を実施いたしまし
た。

[3]　会社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

① 当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（以下「基本方針」という）
　当社は、安定的かつ持続的な企業価値の向上が当社の経営にとって最優先課題と考え、その実現に日々
努めております。したがいまして、当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の
経営理念、企業価値のさまざまな源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当
社の企業価値ひいては株主のみなさまの共同の利益を中長期的に確保・向上させる者でなければならない
と考えております。
　上場会社である当社の株式は、株主および投資家のみなさまによる自由な取引に委ねられているため、
当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方は、最終的には株主のみなさまのご意思に基づ
き決定されることを基本としており、会社の支配権の移転を伴う大量買付に応じるか否かの判断も、最終
的には株主のみなさま全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。また、当社は、当社株式
の大量買付であっても、当社の企業価値ひいては株主のみなさまの共同の利益に資するものであればこれ
を否定するものではありません。
　しかしながら、事前に当社取締役会の賛同を得ずに行われる株式の大量買付の中には、その目的等から
見て企業価値ひいては株主のみなさまの共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主のみなさま
に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、当社取締役会が代替案を提案するための必要十分な時
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間や情報を提供しないもの、当社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との
協議・交渉を必要とするものなど、当社の企業価値ひいては株主のみなさまの共同の利益を毀損するおそ
れをもたらすものも想定されます。
　当社は、このような当社の企業価値や株主のみなさまの共同の利益に資さない大量買付を行う者が、当
社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付に対し
ては、必要かつ相当な対抗措置を講じることにより、当社の企業価値ひいては株主のみなさまの共同の利
益を確保する必要があると考えております。

② 当社の基本方針の実現に資する特別な取り組みの概要
Ⅰ．企業価値の源泉

　当社は「環境創造技術をかなめに展開するサービス」による「より確かな生環境の提供」をミッショ
ンとし、自らの手で次代を切り開く「プログレッシブ（進取的）」な精神のもと、いち早く環境試験の
必要性を認識し、昭和36年に国内初となる環境試験器を開発するなど積極的に事業を展開してまいりま
した。環境試験器は、お客さまのさまざまな製品・部品がどのような環境下においても正常に機能する
かという観点から、事前にその信頼性・品質の評価を行う装置であります。そのため、当社はこの環境
試験器が、技術の進歩・産業の発展に貢献し、私たちの暮らしを支えるさまざまな製品・部品の信頼と
安心・安全を確保するものであると考えるとともに、当社の企業成長そのものが、株主のみなさま、お
客さま、お取引先、当社従業員その他のステークホルダーのみなさまにさらなる価値を提供し、みなさ
まからの一層の信頼を得ることにつながるものと確信しております。このように、当社からみなさまに
価値を提供し、他方でみなさまからの一層の信頼を得るということは、当社の経営理念であります「価
値交換性の高い企業」を実現するものであるとともに、株主のみなさまの共同の利益の確保・向上にも
資するものでもあると考えております。
　当社の企業価値の源泉は、独自の企業文化と当社成長を支える優秀な従業員、国内外のお客さま・お
取引先と構築した信頼関係をベースとして長年培ってきた高い技術・ノウハウや、世界に拡がる生産・
販売・サービスネットワーク、国際レベルの品質保証体制であり、それらにより「エスペック」ブラン
ドは全世界のお客さまから高い信頼を得て、確固たる地位を確立しております。
　また、当社のコアコンピタンスである「環境創造技術」をベースに、エナジーデバイス装置や植物工
場などの新たな市場に事業を展開し、安定的かつ持続的な企業価値ひいては株主のみなさまの共同の利
益の確保・向上に向けて、積極的に企業活動を推進しております。

Ⅱ．企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に向けた取り組み
　当社は、企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に向けて、中期経営計画を作成し、中期的な
事業の方向性を明らかにするとともに、年度単位の経営計画と事業施策に展開することで、より具体的
な計画の推進と進捗管理を行っています。
　また、当社は、株主のみなさまへの利益還元を経営の重要課題の一つと認識するとともに、永続的な
企業価値の向上が株主のみなさまの共同の利益の確保・向上の基本であると考えております。配当金は、
継続性と配当性向を勘案して決定し、内部留保金につきましては、将来の利益の源泉となる新製品開発
や事業戦略への投資に活用することを基本方針としております。
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Ⅲ．コーポレート・ガバナンス（企業統治）の強化
　当社は、企業は人々のさまざまな願いや社会の期待に応えるための役割や機能を果たす社会的な装置
であるという「企業は公器」との考えのもと、企業活動を進めるうえで関わり合う株主のみなさま、お
客さま、お取引先、当社従業員その他のステークホルダーのみなさまとの間で、お互いにとってより良
い関係を築き、みなさまに対してより高い価値を提供することで、「価値交換性の高い企業」を目指し
ております。
　この基本的な考えを踏まえて事業活動を行うにあたり、コーポレート・ガバナンスの確立は不可欠で
あることから、コンプライアンスの確保と、より透明性・効率性の高い経営体制の確立を目指しており
ます。
　また、意思決定および業務執行が、法令・定款・社内規定を遵守し適正に行われるために必要な体制・
制度を整備し、その運営状況のチェックと自浄機能が作用される社内システムの維持・構築を、内部統
制に関する基本理念としております。

③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止する
ための取り組みの概要
　当社は、当初平成20年６月24日開催の当社第55回定時株主総会において、基本方針に照らして不適切
な者による支配を防止するための取り組みとして、「当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）」
を導入し、直近では平成26年６月25日開催の当社第61回定時株主総会の決議により継続（以下「本プラ
ン」という）してまいりました。しかしながら、買収防衛策をめぐる諸々の動向および様々な議論の進展、
株主のみなさまのご意見等を踏まえ、本プランの継続の是非について慎重に検討した結果、平成29年５月
12日開催の取締役会において、本プランを継続せず、廃止することを決議いたしました。なお、当社は、
本プラン廃止後も、当社株式の大量買付を行おうとする者に対しては、株主のみなさまが大量買付行為の
是非を適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて取締役会の意見等を開示し、株
主のみなさまの検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関連法令に基づき、
適切な措置を講じてまいります。
　今後も当社は、独自の企業文化と長年培ってきた高い技術とノウハウ、ならびに株主のみなさま、お客
さま、お取引先、当社従業員その他のステークホルダーのみなさまとの間に構築された良好な信頼関係の
維持・促進に取り組むとともに、コーポレート・ガバナンスの強化に継続的に取り組むことで、企業価値
ひいては株主のみなさまの共同の利益の確保・向上に努めてまいります。なお、上記②および③の取り組
みは、上記①の基本方針に沿っており、また、当社の企業価値ひいては株主のみなさまの共同の利益を損
なうものではなく、当社役員の地位の維持を目的とするものではありません。

[4]　剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社は、株主のみなさまへの利益還元を経営の重要課題の一つと認識するとともに、永続的な企業価値の向
上が株主価値向上の基本であるとし、継続性と配当性向を勘案して配当を決定することを基本方針としており
ます。なお、当社は、剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定めをおいておりません。
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連結計算書類

連結貸借対照表 （平成30年3月31日現在） (単位：百万円)

科　目 金　額
資 産 の 部

流 動 資 産 39,695
現 金 及 び 預 金 11,079
受 取 手 形 及 び 売 掛 金 16,471
電 子 記 録 債 権 2,551
有 価 証 券 2,901
商 品 及 び 製 品 946
仕 掛 品 1,473
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 1,937
繰 延 税 金 資 産 443
そ の 他 1,953
貸 倒 引 当 金 △64

固 定 資 産 14,893
有 形 固 定 資 産 9,727

建 物 及 び 構 築 物 3,485
機 械 装 置 及 び 運 搬 具 748
工 具 、 器 具 及 び 備 品 921
土 地 4,449
リ ー ス 資 産 111
建 設 仮 勘 定 10

無 形 固 定 資 産 845
の れ ん 530
そ の 他 315

投資その他の資産 4,320
投 資 有 価 証 券 3,518
退 職 給 付 に 係 る 資 産 130
繰 延 税 金 資 産 136
そ の 他 575
貸 倒 引 当 金 △40

資 産 合 計 54,588

科　目 金　額
負 債 の 部

流 動 負 債 12,544
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 2,800
電 子 記 録 債 務 4,269
未 払 法 人 税 等 945
賞 与 引 当 金 413
役 員 賞 与 引 当 金 12
製 品 保 証 引 当 金 250
受 注 損 失 引 当 金 1
資 産 除 去 債 務 123
そ の 他 3,726

固 定 負 債 2,100
繰 延 税 金 負 債 736
退 職 給 付 に 係 る 負 債 60
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 12
資 産 除 去 債 務 14
再評価に係る繰延税金負債 534
そ の 他 741

負 債 合 計 14,644

純 資 産 の 部

株 主 資 本 38,992
資 本 金 6,895
資 本 剰 余 金 6,914
利 益 剰 余 金 26,174
自 己 株 式 △992

その他の包括利益累計額 951
その他有価証券評価差額金 1,615
土 地 再 評 価 差 額 金 △662
為 替 換 算 調 整 勘 定 131
退職給付に係る調整累計額 △133

純 資 産 合 計 39,943
負 債 純 資 産 合 計 54,588

(注)　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書 （平成29年4月1日から平成30年3月31日まで） (単位：百万円)

科　目 金　額

売 上 高 44,069
売 上 原 価 28,487
売 上 総 利 益 15,581
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 10,979
営 業 利 益 4,602
営 業 外 収 益

受 取 利 息 19
受 取 配 当 金 90
そ の 他 60 171

営 業 外 費 用
支 払 利 息 0
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 6
為 替 差 損 1
支 払 手 数 料 10
そ の 他 7 27

経 常 利 益 4,746
特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 7
投 資 有 価 証 券 売 却 益 0 7

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 4
減 損 損 失 1
固 定 資 産 売 却 損 0 7

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 4,746
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,378
法 人 税 等 調 整 額 59 1,437
当 期 純 利 益 3,308
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 3,308
(注)　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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計算書類

貸借対照表 （平成30年3月31日現在） (単位：百万円)

科　目 金　額
資 産 の 部

流 動 資 産  30,243
現 金 及 び 預 金  8,251
受 取 手 形  3,183
電 子 記 録 債 権  2,150
売 掛 金  9,188
有 価 証 券  2,901
商 品 及 び 製 品  150
仕 掛 品  871
原 材 料 及 び 貯 蔵 品  977
前 払 費 用 131
繰 延 税 金 資 産 302
そ の 他  2,137
貸 倒 引 当 金 △4

固 定 資 産  17,161
有 形 固 定 資 産  7,471

建 物  2,321
構 築 物  61
機 械 及 び 装 置 79
車 両 運 搬 具 5
工 具 、 器 具 及 び 備 品  752
土 地  4,130
リ ー ス 資 産  109
建 設 仮 勘 定  10

無 形 固 定 資 産  193
ソ フ ト ウ エ ア  167
そ の 他  26

投資その他の資産  9,496
投 資 有 価 証 券  3,414
関 係 会 社 株 式  4,348
出 資 金 0
関 係 会 社 出 資 金 913
関 係 会 社 長 期 貸 付 金 212
長 期 前 払 費 用 60
前 払 年 金 費 用 322
そ の 他 265
貸 倒 引 当 金 △40

資 産 合 計  47,404

科　目 金　額
負 債 の 部

流 動 負 債  8,690
電 子 記 録 債 務  3,968
買 掛 金  1,366
リ ー ス 債 務  25
未 払 金  660
未 払 費 用 513
未 払 法 人 税 等 817
前 受 金 106
預 り 金 390
賞 与 引 当 金 385
製 品 保 証 引 当 金 189
受 注 損 失 引 当 金 1
資 産 除 去 債 務 123
そ の 他 142

固 定 負 債  1,847
リ ー ス 債 務 93
資 産 除 去 債 務 14
繰 延 税 金 負 債 559
再評価に係る繰延税金負債 534
そ の 他 646

負 債 合 計  10,538
純 資 産 の 部

株 主 資 本  35,913
資 本 金 6,895
資 本 剰 余 金 7,172

資 本 準 備 金 7,136
そ の 他 資 本 剰 余 金 36

利 益 剰 余 金  22,836
利 益 準 備 金  469
そ の 他 利 益 剰 余 金  22,367

別 途 積 立 金  11,280
繰 越 利 益 剰 余 金  11,087

自 己 株 式 △992
評 価 ・ 換 算 差 額 等 953

その他有価証券評価差額金  1,615
土 地 再 評 価 差 額 金 △662

純 資 産 合 計  36,866
負 債 純 資 産 合 計  47,404

(注)　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書 （平成29年4月1日から平成30年3月31日まで） (単位：百万円)

科　目 金　額

売 上 高  32,201
売 上 原 価 21,270
売 上 総 利 益 10,931
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 7,328
営 業 利 益 3,603
営 業 外 収 益

受 取 利 息 21
有 価 証 券 利 息 0
受 取 配 当 金 263
受 取 ロ イ ヤ リ テ ィ ー 39
そ の 他 52 377

営 業 外 費 用
為 替 差 損 39
支 払 手 数 料 8
そ の 他 12 59

経 常 利 益 3,921
特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 2
投 資 有 価 証 券 売 却 益 0 2

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 4
減 損 損 失 1
固 定 資 産 売 却 損 0 6

税 引 前 当 期 純 利 益 3,917
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,077
法 人 税 等 調 整 額 △28 1,048
当 期 純 利 益 2,868
(注)　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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監査報告書

謄 本 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
エスペック株式会社
　取締役会　御中 平成30年５月９日

有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 森　村　圭　志 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 南　方　得　男 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、エスペック株式会社の平成29年４月１日から平成30年３
月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算
書及び連結注記表について監査を行った。
連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適
正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査
計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連す
る内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
エスペック株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべ
ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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謄 本 会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
エスペック株式会社
　取締役会　御中 平成30年５月９日

有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 森　村　圭　志 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 南　方　得　男 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、エスペック株式会社の平成29年４月１日から平成
30年３月31日までの第65期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び
個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明
細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附
属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対す
る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監
査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリ
スクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
ないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及び
その附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及
びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表
示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正
に表示しているものと認める。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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謄 本 監査役会の監査報告書

監　査　報　告　書
　当監査役会は、平成29年４月１日から平成30年３月31日までの第65期事業年度の取締役の職務の執行に関して、
各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議のうえ、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
1．監査役および監査役会の監査の方法およびその内容

（1） 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況および結果について報告を
受けるほか、取締役等および会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求めました。

（2） 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、
内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるととも
に、以下の方法で監査を実施いたしました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役および使用人等からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要な事業所において業務および
財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役および監査役等と意思疎通お
よび情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制そ
の他株式会社およびその子会社からなる企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法
施行規則第100条第1項および第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容および当該決議に
基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役および使用人等からその構築および運
用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針および同号ロの各取組みについて
は、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証するとともに、
会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監
査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げ
る事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備してい
る旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告およびその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書および個別注記表）およびその附属明細書ならびに連結計算書類（連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書および連結注記表）について検討いたしました。
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2．監査の結果
（1） 事業報告およびその附属明細書の監査結果

① 事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま
す。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められませ
ん。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに
関する事業報告の記載内容および取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

④ 事業報告に記載されている会社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3
号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、か
つ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

（2） 計算書類およびその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法および結果は相当であると認めます。

（3） 連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法および結果は相当であると認めます。

平成30年５月15日

エスペック株式会社　監査役会
常勤監査役 村　上　　　充 ㊞

常勤監査役 小　田　隆　昭 ㊞

社外監査役 山　本　哲　男 ㊞

社外監査役 堤　　　昌　彦 ㊞

以　上
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株主総会参考書類

議案および参考事項

第 １ 号 議 案 剰余金の処分の件
　当社は、株主のみなさまへの利益還元を経営の重要課題の一つと認識するとともに、永続的な企業価
値の向上が株主価値向上の基本であるとし、継続性と配当性向を勘案して配当を決定することを基本方
針としております。
　期末の配当金につきましては、上記基本方針に基づき、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

1 株主に対する配当財産の割当て
に 関 す る 事 項 お よ び そ の 総 額

当社普通株式１株につき金38円　総額868,609,966円
なお、中間配当金として20円をお支払いしておりますので、
当期の年間配当金は１株につき58円となります。

2 剰余金の配当が効力を生じる日 平成30年６月25日
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第 2 号 議 案 取締役７名選任の件
　取締役５名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、経営陣の一層の強化を図るた
め２名増員し、あわせて取締役７名の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ） 略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

1

い し だ

石 田  
ま さ あ き

雅 昭
(昭和29年11月26日生)

[所有する当社株式の数]
71,868株

昭和52年 ４月 当社入社
平成20年 ６月 取締役
平成21年 ６月 常務取締役
平成23年 ４月 代表取締役社長（現在）

愛斯佩克試験儀器（広東）有限公司 董事長
ESPEC (CHINA) LIMITED 取締役

[取締役候補者とした理由]
候補者は主に、研究開発、品質保証および海外事業分野等で当社事業の発展に尽
力いたしました。平成23年からは代表取締役社長としてリーダーシップを発揮
し、当社グループの成長戦略を牽引しております。また、取締役会では議長とし
て適切な議事運営を行うとともに、その豊富な経験と実績に基づき、重要事項の
決定および業務執行の監督を行っております。これらのことから、引き続き取締
役としての役割を十分に遂行できるものと判断し、候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ） 略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

2

し ま だ

島 田  
た ね お

種 雄
(昭和32年10月15日生)

[所有する当社株式の数]
38,087株

昭和56年 ４月 当社入社
平成21年 ６月 取締役
平成24年 ６月 常務取締役（現在）

ESPEC KOREA CORP. 代表理事
ESPEC SOUTH EAST ASIA SDN.BHD. 取締役社長
ESPEC ENGINEERING（THAILAND）CO.,LTD. 代表取締役

[取締役候補者とした理由]
候補者は主に、営業、アフターサービスおよび海外事業分野等で当社事業の発展
に尽力し、現在は当社グループのマーケティング統括として、成長戦略を推進し
ております。また、取締役会では、その豊富な経験と実績に基づき、重要事項の
決定および業務執行の監督を行っております。これらのことから、引き続き取締
役としての役割を十分に遂行できるものと判断し、候補者といたしました。

3

い し い

石 井  
く に か ず

邦 和
(昭 和 3 3 年 ５ 月 2 7 日 生 )

[所有する当社株式の数]
29,372株

昭和56年 ４月 当社入社
平成21年 ６月 取締役
平成24年 ６月 常務取締役（現在）

ESPEC NORTH AMERICA, INC. 取締役

[取締役候補者とした理由]
候補者は主に、技術およびテストコンサルティング事業分野等で当社事業の発展
に尽力し、現在は当社グループの技術統括として、成長戦略を推進しております。
また、取締役会では、その豊富な経験と実績に基づき、重要事項の決定および業
務執行の監督を行っております。これらのことから、引き続き取締役としての役
割を十分に遂行できるものと判断し、候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ） 略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

4

新　任
す え

末
 

 
ひ さ

久
 

 
か ず

和
 

 
ひ ろ

広
(昭和38年11月26日生)

[所有する当社株式の数]
3,459株

昭和62年 ４月 当社入社
平成23年 ４月 設計本部 カスタム設計２部長
平成26年 ４月 カスタム機器本部長（現在）
平成28年 ４月 執行役員
平成30年 ４月 上席執行役員（現在）

[取締役候補者とした理由]
候補者は主に、製品開発および設計分野等で当社事業の発展に尽力し、現在はカ
スタム機器本部長として成長戦略を推進しております。今後は、その豊富な経験
と実績をいかし、取締役としての役割を十分に遂行できるものと判断し、候補者
といたしました。

5

新　任
あ ら

荒
 

 
た

田
 

 　
 

 
さとし

知
(昭 和 4 1 年 1 0 月 ７ 日 生 )

[所有する当社株式の数]
3,299株

平成 ３年 ４月 当社入社
平成15年 ４月 上海愛斯佩克環境設備有限公司 技術顧問
平成23年 １月 広州愛斯佩克環境儀器有限公司 董事
平成
平成

26
29

年
年

10
４

月
月

愛斯佩克試験儀器（広東）有限公司 総経理
執行役員
中国事業推進室長（現在）

平成30年 ４月 上席執行役員（現在）

上海愛斯佩克環境設備有限公司 董事長
愛斯佩克環境儀器（上海）有限公司 董事長
ESPEC (CHINA) LIMITED 取締役

[取締役候補者とした理由]
候補者は主に、中国事業分野等で当社事業の発展に尽力し、現在は中国事業推進
室長として成長戦略を推進しております。今後は、中国子会社の経営等を通じて
培った豊富な経験と実績をいかし、取締役としての役割を十分に遂行できるもの
と判断し、候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ） 略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

6

な が の

長 野  
ひ ろ ゆ き

寛 之
(昭和30年10月20日生)

社外取締役候補者

独立役員候補者

[所有する当社株式の数]
442株

昭和53年 ４月 松下電器産業株式会社 入社（現・パナソニック株式会社）
平成21年 ４月 パナソニックプラズマディスプレイ株式会社 代表取締役社長
平成24年 ４月 大阪大学大学院 工学研究科ビジネスエンジニアリング専攻

特任教授
平成25年 ４月 兵庫県立大学 産学連携・研究推進機構 教授（現在）
平成28年 ６月 当社取締役（現在）

[社外取締役候補者とした理由]
候補者は、会社経営や産学連携の研究等を通じて培った豊富な経験と見識を有する
とともに、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有すると思料
されることから、引き続き社外取締役としての役割を十分に遂行できるものと判断
し、候補者といたしました。

7

こ す ぎ

小 杉  
と し や

俊 哉
(昭 和 3 3 年 ７ 月 3 0 日 生 )

社外取締役候補者

独立役員候補者

[所有する当社株式の数]
200株

昭和57年 ４月 日本電気株式会社 入社
平成 ３年 ８月 マッキンゼー・アンド・カンパニー 入社
平成 ４年10月 ユニデン株式会社 人事総務部長
平成 ６年 ８月 アップルコンピュータ株式会社 人事総務本部長
平成22年 ５月 合同会社THS経営組織研究所 代表社員（現在）
平成27年 ６月 ディサークル株式会社 社外取締役（現在）
平成28年 ４月 慶應義塾大学大学院 理工学研究科 特任教授（現在）
平成29年 ６月 当社取締役（現在）

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ/
株式会社福岡銀行 社外取締役（現在）

[社外取締役候補者とした理由]
候補者は、会社経営や企業における組織経営および人材開発の研究等を通じて培っ
た豊富な経験と見識を有するとともに、一般株主と利益相反が生じるおそれがな
く、高い独立性を有すると思料されることから、引き続き社外取締役としての役割
を十分に遂行できるものと判断し、候補者といたしました。
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（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．末久 和広氏および荒田 知氏は、新任候補者であります。
３．長野 寛之氏は、当社の社外取締役に就任してからの年数は２年であります。
４．小杉 俊哉氏は、当社の社外取締役に就任してからの年数は１年であります。
５．当社は、長野 寛之氏および小杉 俊哉氏を東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員に指定しており、本議案が承認可決され同

各氏が社外取締役に就任した場合、引き続き独立役員に指定する予定であります。
６．当社は、長野 寛之氏および小杉 俊哉氏との間で、期待された役割を十分に発揮できるよう責任限定契約を締結しており、本議案

が承認可決され同各氏が社外取締役に就任した場合、同各氏との間で当該契約を継続する予定であります。契約内容の概要は、
次のとおりであります。

・当該社外取締役が任務を怠ったことによって損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度として、
その責任を負う。

・上記の責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないとき
に限るものとする。

（ご参考）当社における社外役員の独立性に関する基準は以下のとおりであります。
（1）当社グループの業務執行者に該当しないこと
（2）当社グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者に該当しないこと
（3）当社グループの主要な取引先またはその業務執行者に該当しないこと
（4）当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産

を得ている者が法人および組合などの団体である場合は、当該団体に所属する者をいう）に該当しないこと
（5）最近において上記（1）から（4）までに該当していた者に該当しないこと
（6）上記（1）から（5）までに該当する者の近親者に該当しないこと
（7）当社グループの重要な業務執行者の近親者に該当しないこと
（8）最近において上記(7)に該当していた者の近親者に該当しないこと
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第 3 号 議 案 監査役２名選任の件
　監査役 小田 隆昭氏および堤 昌彦氏が本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役２名
の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ） 略 歴 、 地 位 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

１

新　任

い ま

今
 

 
い し

石
 

 
よ し

義
 

 
と

人
(昭 和 3 8 年 ８ 月 ３ 日 生 )

[所有する当社株式の数]
5,000株

昭和61年 ４月 当社入社
平成19年 ４月 財務経理部長
平成30年 ４月 コーポレート統括本部 参与（現在）

[監査役候補者とした理由]
候補者は、当社の財務経理部長およびエスペックテストシステム株式会社の監査
役を通じて培った豊富な経験・見識を有することから、監査役としての役割を十
分に遂行できるものと判断し、候補者といたしました。

２

つつみ

堤
 

 
 

 
ま さ

昌
ひ こ

彦
(昭 和 2 9 年 ４ 月 2 7 日 生 )

社外監査役候補者

独立役員候補者

[所有する当社株式の数]
1,083株

昭和53年 ４月 監査法人中央会計事務所入所
昭和56年 ２月 公認会計士登録
平成
平成

６
17

年
年

２
６

月
月

堤公認会計士事務所開設（現在）
東洋シヤッター株式会社 社外監査役（現在）

平成26年 ６月 当社監査役（現在）

[社外監査役候補者とした理由]
候補者は、公認会計士として培った豊富な経験・見識を有するとともに、一般株
主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有すると思料されることか
ら、引き続き社外監査役としての役割を十分に遂行できるものと判断し、候補者
といたしました。
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（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．今石 義人氏は、新任候補者であります。
３．堤 昌彦氏は、当社の社外監査役に就任してからの年数は４年であります。
４．当社は、堤 昌彦氏を東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員に指定しており、本議案が承認され同氏が社外監査役に就任し

た場合、引き続き独立役員に指定する予定であります。なお、「当社における社外役員の独立性に関する基準」は、38頁をご参
照ください。

５．当社は、堤 昌彦氏との間で、期待された役割を十分に発揮できるよう責任限定契約を締結しており、本議案が承認可決され同氏
が社外監査役に就任した場合、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。契約内容の概要は、次のとおりであります。

・当該社外監査役が任務を怠ったことによって損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第１項の最低責任限度額を限度とし
て、その責任を負う。

・上記の責任限定が認められるのは、当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないとき
に限るものとする。
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第 ４ 号 議 案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

1．提案の理由
本議案は、当社の取締役（社外取締役を除き、以下「取締役」という）および執行役員（以下、取

締役および取締役を兼務しない執行役員を総称して「取締役等」という）に対する新たな業績連動型
株式報酬制度「株式給付信託（BBT（＝Board Benefit Trust））」（以下「本制度」という）を導
入することについて、ご承認をお願いするものであります。
　本議案は、取締役等の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にすることで、中長
期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。
　本議案は、2008年６月24日開催の第55回定時株主総会においてご承認をいただきました取締役の
報酬額（年額300百万円以内（うち社外取締役分として年額25百万円以内））とは別枠として、新た
な株式報酬を当社の取締役に対して支給するため、報酬等の額についてのご承認をお願いするもので
す。なお、本制度の詳細につきましては、下記２．の枠内で、取締役会にご一任いただきたいと存じ
ます。
　また、現時点において、本制度の対象となる取締役は３名ですが、第２号議案が原案どおり承認可
決されますと、本制度の対象となる取締役は５名となります。

２．本制度にかかる報酬等の額および参考情報
（１）本制度の概要
　　本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託（以下、本制度に基づき設定される信
　託を「本信託」という）を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規定に従
　って、当社株式および当社株式を時価で換算した金額相当の金銭（以下「当社株式等」という）が本
　信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度です。なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける
　時期は、原則として取締役等の退任時となります。

（２）本制度の対象者
　　当社の取締役（社外取締役を除く）および執行役員
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（３）信託期間
　　2018年８月（予定）から本信託が終了するまでといたします。なお、本信託の信託期間について、
　特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り本信託は継続いたします。本制度は、当社株式の上
　場廃止、役員株式給付規定の廃止等により終了いたします。

（４）信託金額（報酬等の額）
　　本議案をご承認いただくことを条件として、当社は、2019年３月末日で終了する事業年度から、
　2022年３月末日で終了する事業年度までの４事業年度（以下「当初対象期間」といい、当初対象期
　間および当初対象期間の経過後に開始する４事業年度ごとの期間を、それぞれ「対象期間」という）
　およびその後の各対象期間を対象として本制度を導入し、取締役等への当社株式等の給付を行うため、
　本信託による当社株式の取得の原資として、以下の金銭を本信託に拠出いたします。
　　まず、当社は、上記（３）の信託期間の開始時に、当初対象期間に対応する必要資金として、412
　百万円（うち取締役分300百万円）を上限とした資金を本信託に拠出いたします。
　　また、当初対象期間経過後も、本制度が終了するまでの間、当社は、原則として対象期間ごとに、
　412百万円（うち取締役分300百万円）を上限として本信託に追加拠出することといたします。ただ
　し、かかる追加拠出を行う場合において、信託財産内に残存する当社株式（直前までの各対象期間に
　関して取締役等に付与されたポイント数に相当する当社株式で、取締役等に対する給付が未了である
　ものを除く）および金銭（以下「残存株式等」という）があるときは、残存株式等の金額（当社株式
　について、直前の対象期間の末日における帳簿価格とする）と追加拠出される金銭の合計額は、412
　百万円（うち取締役分300百万円）を上限といたします。
　　なお、当社が追加拠出を決定したときは、適時適切に開示いたします。

（５）当社株式の取得方法および取得株式数
　　本信託による当社株式の取得は、上記（４）により拠出された資金を原資として、取引市場を通じ
　てまたは当社の自己株式処分を引き受ける方法によりこれを実施することといたします。
　　なお、当初対象期間につきましては、本信託設定後遅滞なく、320千株を上限として取得するもの
　といたします。
　　本信託による当社株式の取得につき、その詳細は、適時適切に開示いたします。
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（６）取締役等に給付される当社株式等の数の算定方法
　　取締役等には、各事業年度に関して、役員株式給付規定に基づき役位、業績達成度等を勘案して定
　まる数のポイントが付与されます。取締役等に付与される１事業年度当たりのポイント数の合計は、
　80千ポイント（うち取締役分60千ポイント）を上限といたします。これは、現行の役員報酬の支給
　水準、取締役等の員数の動向と今後の見込み等を総合的に考慮して決定したものであり、相当である
　ものと判断しております。
　　なお、取締役等に付与されるポイントは、下記（７）の当社株式等の給付に際し、１ポイント当た
　り当社普通株式１株に換算されます（ただし、本議案をご承認いただいた後において、当社株式につ
　いて、株式分割、株式無償割当て、または株式併合等が行われた場合には、その比率等に応じて、ポ
　イント数の上限および付与済みのポイント数、または換算比率について合理的な調整を行う）。
　　下記（７）の当社株式等の給付に当たり基準となる取締役等のポイント数は、原則として、退任時
　までに当該取締役等に付与されたポイント数といたします（以下「確定ポイント数」という）。

（７）当社株式等の給付
　　取締役等が退任し、役員株式給付規定に定める受益者要件を満たした場合、当該取締役等は、所定
　の受益者確定手続を行うことにより、原則として上記（６）に記載のところに従って定められる「確
　定ポイント数」に応じた数の当社株式について、退任後に本信託から給付を受けます。ただし、役員
　株式給付規定に定める要件を満たす場合は、一定割合について、当社株式の給付に代えて、当社株式
　の時価相当の金銭給付を受けます。なお、金銭給付を行うために、本信託により当社株式を売却する
　場合があります。

（８）議決権行使
　　本信託内の当社株式にかかる議決権は、信託管理人の指図に基づき、一律に行使しないことといた
　します。かかる方法によることで、本信託内の当社株式にかかる議決権の行使について、当社経営へ
　の中立性を確保することを企図しています。

（９）配当の取扱い
　　本信託内の当社株式にかかる配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託にかかる受託
　者の信託報酬等に充てられます。なお、本信託が終了する場合において、本信託内に残存する配当金
　等は、その時点で在任する取締役等に対して、各々が保有するポイント数に応じて、按分して給付さ
　れることになります。
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（10）信託終了時の取扱い
　　本信託は、当社株式の上場廃止、役員株式給付規定の廃止等の事由が発生した場合に終了いたしま
　す。
　　本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得した
　うえで、取締役会決議により消却することを予定しています。本信託終了時における本信託の残余財
　産のうち、金銭については、上記（９）により取締役等に給付される金銭を除いた残額が当社に給付
　されます。
＜ご参考：本制度の仕組み＞

④ポイントの付与

信託管理人

【受益者】みずほ信託銀行
（再信託：資産管理サービス信託銀行）

③株式取得

当社株式

当社

【受託者】

⑥当社株式等の給付
取締役等を退任した者のうち
受益者要件を満たす者

受
給
権
取
得

取締役等

⑤
議
決
権
不
行
使

①役員株式給付規定の制定

②金銭の信託

【委託者】

議決権不行使

の指図

① 当社は、本議案につき承認を受けた枠組みの範囲内において、役員株式給付規定を制定いたします。
② 当社は、本議案につき承認を受けた範囲内で金銭を信託いたします。
③ 本信託は、②で信託された金銭を原資として当社株式を、取引市場を通じて、または当社の自己株式処

分を引き受ける方法により取得いたします。
④ 当社は、役員株式給付規定に基づき取締役等にポイントを付与いたします。
⑤ 本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式にかかる議決権を行使

しないことといたします。
⑥ 本信託は、取締役等を退任した者のうち役員株式給付規定に定める受益者要件を満たした者（以下「受

益者」という）に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付いたします。た
だし、取締役等が役員株式給付規定に定める要件を満たす場合には、ポイントの一定割合について、当
社株式の時価相当の金銭を給付いたします。

以　上
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議決権行使のお願い
株主総会における議決権の行使は、株主のみなさまの大切な権利です。
是非とも議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。議決権の行使は、以下の方法があります。

株主総会にご出席いただける場合

会場受付にご提出
同封の議決権行使書用紙を株主総会当日に会場受付にご提出ください。
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

日 時 平成30年６月22日（金曜日）
午前10時 場 所 帝国ホテル 大阪

５階　八重の間

株主総会にご出席いただけない場合「郵送」または「インターネット」で事前に議決権を行使いただけます。

郵 送
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、ご返送ください。
なお、各議案につきまして賛否を表示せず提出された場合は、賛成の意思表示があったものと
してお取り扱いいたします。
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
期 日 平成30年６月21日（木曜日）午後５時までに到着

インターネット
パソコンまたはスマートフォン等から、議決権行使専用サイトにアクセスしていただき、同封
の議決権行使書用紙に記載されたログインＩＤ、仮パスワードをご利用になり、画面の案内に
従って議案に対する賛否を入力してください。
議決権行使専用サイト https://soukai.mizuho-tb.co.jp/
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
期 日 平成30年６月21日（木曜日）午後５時までに入力

書面とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権の行使を有効な行使としてお取り扱いいたします。
インターネットで複数回数、議決権を行使された場合は、最後の行使を有効な行使としてお取り扱いいたします。インターネットに関する費用（プロバイ
ダー接続料金、通信料金等）は、株主さまのご負担となります。株主さまのインターネット利用環境等によっては、ご利用になれない場合もあります。

インターネットによる議決権行使に
関するお問い合せ先

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル

0120-768-524 受付時間：午前9時～午後9時（土曜日・日曜日・祝祭日を除く）
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JR環状線

JR東西線

天満駅

長柄
出口

天
神
橋
筋

天
満
橋
筋（
谷
町
筋
）

長柄
入口

大
川

阪神高速
12号守口線

源八橋西詰

源八
橋

桜ノ宮
駅

地下鉄
扇町駅

東天満交差点

扇町
出口

至桜橋

地下鉄
南森町駅

大阪天満宮駅

国道１号線
至桜宮橋

最寄り駅からの
徒歩ルート

OAP南森町
出口

至大阪

扇町公園

扇町入口

桜広場出入口

ホテル
玄関

川側
遊歩道
出入口

ホテル入口のご案内

シャトルバスのりばは
JR大阪駅(桜橋口)
西側高架下です。

Ｎシャトルバス
のりば JR大阪駅

中央南口

阪神 梅田駅

地
下
鉄 

梅
田
駅

高
架
下

阪急
梅田駅

桜橋口

 

旧大阪
中央郵便局

シャトルバスのご案内
（ホテル⇔JR大阪駅）

帝国ホテル 大阪

定時株主総会 会場ご案内図
《 株主総会 会場 》

帝国ホテル 大阪 ５階 八重の間
大阪市北区天満橋１丁目８番50号

http://www.imperialhotel.co.jp/j/osaka/

検 索帝国ホテル 大阪

シャトルバスをご利用の場合

●JR大阪駅（桜橋口）西側高架下より
ホテルまで運行
午前８時05分から午後９時50分まで
毎時 05分 20分 35分 50分

電車をご利用の場合

●JR環状線 桜ノ宮駅西出口より約５分
●JR東西線 大阪天満宮駅より約10分
●地下鉄谷町線・堺筋線 南森町駅より

約12分
●地下鉄堺筋線 扇町駅より約10分

地図


